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省エネ法に基づく特定
事業者等に対する指
導・助言、報告徴収、
立入検査の都道府県
への権限移譲

エネルギーの使用の合理
化に関する法律に基づく指
導・助言、報告徴収及び立
入検査権限を、並行権限と
して、希望する都道府県に
移譲すること。

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本
方針にのっとり、エネルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとと
もに、その区域の実状に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」こ
ととされている。　地方公共団体は、本規定に基づき、特に地域として取り組む
べき「エネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能エネルギー
の普及」の施策の充実等に努めている。
これらの取組みをより効果的なものとするため、「エネルギーの使用の合理化
に関する法律」に基づく、特定事業者等に対する指導・助言、報告徴収及び立
入検査権限を、並行権限として、都道府県に移譲する必要がある。
【具体的な効果】地方公共団体においては、省エネルギー促進のための取組み
を行っているが、地域におけるエネルギーの使用状況等を把握することができ
ないため対象を重点化等することができず、また指導・助言する権限もないた
め、取組の成果が限定的となっている。例えば、本県においては、工場・事業場
等の省エネルギー診断事業を無料で行っているが、エネルギー多消費事業者
の情報を把握し、これら事業者に対し省エネ診断の活用を指導・助言すること
が可能となれば、地域内におけるエネルギー使用の合理化が大幅に進むこと
が期待される。
【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせて、
当該法令に基づき国において収集した事業者等情報を、都道府県の求めに応
じ提供することで、より効果的な取組とすることができる。
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緊急通行車両の確認
（通行許可）権限の指
定都市長への移譲

現在、緊急通行車両の許
可は、政令市で判断でき
ず、各事業所が知事又は
都道府県公安委員会に申
請を行うこととなっている。
災害時の緊急通行車両の
確認権限を指定都市にも
付与すること。

【提案事項】
災害時においては、緊急通行車両の許可の手続きについて迅速な対応が求め
られることから、規模・能力のある政令指定都市も窓口となり、緊急通行車両の
許可について判断を行うことができるようにすべきであると考える。
【制度改正の必要性】
また、実際の災害の状況によりどのような車種が必要になるか、その際にどの
車両が使用可能であるかは、発災後初めてわかるものであり、緊急通行車両と
して申請が必要な車両は、事前にすべてを予測し得るような性質のものではな
く、「事前届出制度」で全てを対応できると結論づけるには限界がある。
また、今後の震災時の対応についても、例えば民間の運送会社等を利用する
際に、今現在、どの車両が本市近辺に在しており、使用可能であるかは、発災
の際にわかることであり、事前の申請のみでは対応できない事態も容易に想定
される。
【支障事例】
東日本大震災においては、本市に対して被災地から救援要請があり、迅速な
対応が求められた。物資の搬送や本市職員の応援派遣にあたり申請を行った
が、その申請の度に手続きを行わなければならず、事前届出を行っていない車
両に関しては審査が省略できないなど、申請確認に時間を要した実態がある。
この権限が本市にあれば、さらに迅速な対応ができたと考える。
 結果として14件の申請を行ったが、その中には災害対策用の車両のみなら
ず、被災地からの要請に応じ、給水車や市営バスの車両等を活用するなど、想
定とは異なる車両も活用している。
【制度改正の効果】
このように、発災時には混乱が生じ、申請確認に時間がかかることが想定され
るが、仮に権限が指定都市にあれば、より迅速かつ多様な応援派遣等の実施
が可能となる。
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